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1. 学校建築設計 

1.1 学校設計の実情 

イ国の学校は国民教育省による、学校施設基準、ガイドラインに基づいて設計される。しかし

ながら本施設基準、ガイドラインには、設置すべき部屋の種類、基準寸法大きさなどのモデュー

ル的要素が主体であり、構造的基準は網羅されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パダン・パリアマン震災後の学校建設においても、これまでと同様に、細い柱、梁、普通鉄筋

を使用して建設されている。AusAIDにより新しく建設された学校建築もこれに準じている。従っ

て、イ国の地震基準が 2002 年に改訂され、さらに 2010 年に改訂されたが、学校建築はイ国の地

震基準の改訂に追随していない。 

 

1.2 「イ」国行政間の実態 

公共事業大臣令 No45/PRT/M/2007 の”Considering 

e”において、国の予算で建設する公共建築物は公共

事業省の基準を守らなければならない、との記述が

ある。また同令 Article 1-1 には公共建築物としての

定義が記載してあり「学校建築物」も含まれる。従

って 「イ」国の公共建築は全て公共事業省（ＰＵ）の管轄下にあるが、学校建設は国民教育省の
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予算で建築するものや外国の援助に依るところが大きく、その設計や品質監理において、必ずし

も公共事業省の基準は守られていない。事例として、パダン・パリマン沖地震後、AusAID にて建

設された学校や地元建設業者が請け負って建設した学校も耐震性は考慮されていないが実際に建

設許可を取得し既に供用されている。国民教育省内には耐震技術の専門部署はないため、標準モ

デュールに係る基準はあるものの、耐震性能などに影響する構造関係の改訂はなされないまま現

在も建設が続けられているのが実態である。AusAID は、国民教育省の標準を基本として現地コン

サルタントに設計・監理一式を委託しており、国民教育省の標準が変われば採用するが、基本的

に公共事業省とは交流していない。基本的に法令がある以上守らなければならず、特に建築設計

の基準遵守に係る国民教育省と公共事業省の連携が望まれるところである。 

 

1.3 「イ」国地震基準の変革 

 

国地震基準（SNI-03-1726-2002/2003）は、2002 年に改訂された。旧基準に比べて約２倍の層セ

ン断力係数となるが、さらに、2010年 7月にインドネシア PUにより新地震地域マップ(Zone Map 

of Earthquake Region-PU)が発行され、今後はこの新地震地域マップにより耐震設計が成される予

定である。 
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1.4 国民教育省の学校標準図改訂の必要性 

「イ」国において公共建築物の耐震性が重要視される中で、「イ」国・国民教育省の標準図の改

訂が遅れている。一方で、スマトラ沖地震、ジャワ島東部地震による教育施設の甚大な被害状況

から学校建設の耐震化の必要性について認識しているのは確かである。 

調査団は、このような状況に鑑み、「イ」国・国民教育省の標準図へ耐震性を考慮した構造標準

図を追加することを提案し合意した。 

 

1.5 標準設計作成方法 

1.5.1 基本方針 

(1) 標準図作成の目的 

インドネシア国の教育省における、小学校、中学校の標準設計図書（参考図書）に、「イ」

国耐震基準を基準とした構造設計を行い、地震地域別の構造部材標準断面を提案するものであ

る。 

 

(2) 標準図作成の対象 

対象とする校舎につき「イ」国で最も標準的な①平屋建て校舎６教室タイプ②２階建て校舎

（１階を３教室＋トイレ、２階を３教室＋教員室）の２タイプを選定した。教室の大きさは、

イ国標準に準じて 7ｍ×8ｍとする。 

 

(3) 採用する耐震基準 

復興支援プロジェクトでは SNI03-1726-2002 および 2003 の耐震設計指針に基づき設計を行

っているが、当該検討は 2010年にインドネシア PU から発行されている地震地域マップ(Zone 

Map of Earthquake Region-PU)に基づき地震力を算定し提案する。 

 

(4) 地域区分の方針 

PU の地域別地図によると、インドネシアでは 16 の地域に細分されるが、16 地域別に設計

すれば種類が多くなり混乱する懸念があるため、検討の結果、応答最大加速度の、 

① 最大地域 (0.3) 

② 中間１地域 (0.2) 

③ 中間 2地域 (0.1) 

④ 最小地域 (0.013) 

４地域に区分し設計することとした。 
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図 1.5.1 耐震区分図 

 

1.5.2 構造解析方法 

「イ」国では独自の構造設計基準はなく、一般に ACI（American Concrete Institute）を採用して

いる。設計方法は、終局設計を採用しているが、地震力算定方法だけを BSSC（アメリカ）編纂

による FEMA-302で行う。なお、構造設計に使用するソフトは SAP2000V.12 とし、立体モデルに

よる解析を行っている。 

 

1.5.3 地震力の算定方法 

R：  構造特性係数 （RC ラーメン構造）   5.0 

I：  建物の重要度係数            1.25 

T：  建物の固有周期            （電算結果） 

W：  建物重量 

SDS： 短周期の設計スペクトル応答加速度  ( MAP 6 の数字) 

SD1： 1秒周期の設計スペクトル応答加速度  ( MAP 2 の数字) 

 

地震のベースシェア係数 CS 

短周期と１秒周期のスペクトル応答加速度から下記３種類の計算式により算定する。 
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CS3 =  0.1 × SD1 × I 

CS2＝ SDS  /  ( R / I ) 

CS1= SD1  /  ( T × ( R / I ) )  

 

計算結果の値が 

CS3 ≦ CS2 ≦ CS1   となれば Cs=CS2   

CS3 ＞ CS2     となれば CS=CS3 

CS2 ＞ CS1          となれば CS=CS1 

 

以上により Csの値を確定し建物重量と掛け合わせることにより水平力を算出する。 

 

V = CS × W 

 

２階建ての場合の各階の水平力は 

Wiを i階の重量、Hiを i階の 1階からの高さとした場合下式で求められる 

 

V2 = V × ( W2×H2  / （W2×H2＋W1×H1）) 

V1 = V × ( W1×H1  / （W2×H2＋W1×H1）) 

 

1.6 耐震設計することによる建設費の増額（試算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図 1.6.1は柱材の比較であるが、耐震設計を行えば、必然的に、柱や梁の部材が大きくなり鉄

筋量も増えるため建設費の増額となる。試算では、教育省標準に比較して仕上げ工事を含む全体

工事費で７％～１４％程度の増額となる。 

 

図 1.6.1  柱の断面比較表 
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1.7 検討結果の取りまとめと運用について 

以上の検討結果を標準図面として取りまとめ「イ」国教育省に納品し「将来的に活用する」旨

の書簡を受け取った。「イ」国教育省は、震災直後こそ耐震性を考慮した学校建設の必要性につき

意欲的であったが、予算の増額に関して国家予算の増額、及び、他ドナーへの影響等を懸念し①

質より量から②量より質、の変換において躊躇が見られるものの、その後、調査団が作成した「耐

震区分図」のソフトデータの提供依頼やパダン・パリアマンでは、今後の学校建設のモデルとす

る目的で、試験施工や無償資金協力で実施した学校の設計図の提供依頼があるなど、序々に水平

展開の動きが見られるようになっている。 
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2. 施工監理マニュアル 

2.1 マニュアルの内容 

試験施工で得られた問題点・教訓（試験施工活動報告書に記載）を基に「施工監理マニュアル」

を作成して無償資金協力で実施する学校の施工監理に活用した。マニュアルの構成は以下の通り

である。 

Part-1：鉄筋コンクリート構造の基本的知識 

(1) コンクリートの性質について 

(2) セメントの性質について 

(3) コンクリートの特性について 

(4) 鉄筋コンクリートのメカニズムについて 

(5) 試験練りについて 

Part-2：施工に関する基本的マニュアル 

(1) コンクリート工事 

(2) 型枠工事 

(3) 鉄筋工事 

(4) 資材保管方法 

 

2.2 マニュアルの効果 

「施工監理マニュアル」の効果については、試験施工活動報告書に記載したが、イ国パダン州

の公共事業省より、内容につき評価があり、「今後発注する公共事業の契約書の添付し施工業者へ

本質監理を義務づける効力を持たせる」との書簡を受領した。 

現在、パダン州の公共事業省によると、本マニュアルは今後新しい建物に活用する旨、各 PU 

Region Office （西スマトラ州１９地域）に配布しているとのことである。基本的に「マニュアル」

では法的効力はないが、契約書の一部として添付することにより、業者への強制力を持たせるこ

とが可能となり、公共事業省による監理、及び、現地コンサルタントによる監理に強制力を持た

せることが可能となる。 
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添付資料－１：「イ」国教育省が学校建築の耐震化につき同意した書簡 
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添付資料－２：「イ」国教育省が地震地域別学校建築の標準図面を受領した書簡 
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添付資料－３：「イ」国・パダン州・公共事業省より受領した書簡 
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